
徳
島
県
企
画
総
務
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
企
画
総
務
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
六
の
項
」
を
「
七
の
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
及
び
五
の
項
」
を
「
か
ら
六
の
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
六
の
項
」
を
「
七
の
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
五
の
項
中
「
書
面
又
は
」
を
「
書
面
、」
に
改
め
、「
政
治
資
金
監
査
報
告
書
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第
十
九
条
の
十
四
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
書
」
を
加
え
、
同

表
中
六
の
項
を
七
の
項
と
し
、
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六

政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
）
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
提
出
文
書
の

写
し
の
交
付

用
紙
一
枚
に
つ
き
十
円
（
用
紙
の
両
面
に
印
刷
し
て
い
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
用
紙
一
枚
に
つ
き
二
十
円
）

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
企
画
総
務
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日
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後　
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正　
　
　
　
　

純　
　

徳
島
県
条
例
第
四
十
八
号




